
   

 

規制の事前評価書 

 評価実施日：平成２４年８月７日 

政策 建築基準法施行令の一部を改正する政令案 

担当課 住宅局建築指導課 
   市街地建築課 

担当課長名 井上勝徳 
坂本努 

規制の目的、内容、 
必要性等 

① 法令案等の名称・関連条項とその内容 
【法令案等の名称】 

建築基準法施行令の一部を改正する政令案 
 

【関連条項】 
建築基準法第３条第２・３項、第２０条、第５２条、第８６条の７第

１項及び第９２条並びに建築基準法施行令第２条第１項第４号・第３
項、第１３７の２及び第１３７条の８ 

 
 【内容】 
 （１）備蓄倉庫の用途に供する部分並びに蓄電池、非常用発電設備及び

貯水槽を設置する部分（以下「備蓄倉庫等部分」という）の床面積
を容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととする（令第
２条第１項第４号及び第３項並びに第１３７条の８）。 

 （２）既存部分の１／２を超える増改築を行う場合であっても、増改築
部分が現行基準に適合し、既存部分が一定の耐震性能等を確保すれ
ば、既存不適格建築物として存続可能とする（令第１３７条の２）。

 
② 規制の目的 
 （１）防災意識の高まりから、近年備蓄倉庫等の設置事例が増えている

が、建築物の部分とするか否かで、容積率規制の適用が異なる不合
理が生じていることから、建築物の部分である備蓄倉庫等部分を容
積率算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととする。 

 （２）一定の安全性が確保されているストックを取り壊すことなく活用
して、大規模な増改築を可能とするための特例措置を講ずることに
より、国際競争力の強化等の新たなニーズへの対応を可能とする既
存ストックの大規模な改修の円滑化を図ることを目的とする。 

 
③ 規制の目的に関係する目標 
ａ 関連する政策目標 
  １ 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上の促進 
  ４ 水害等災害による被害の軽減 
 
ｂ 関連する施策目標 
  １ 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストック

の形成を図る 
  １１ 住宅・市街地の防災性を向上する 
 
ｃ 関連する業績指標 
  － 
 
ｄ 業績指標の目標値及び目標年度 
  － 
 

 ｅ 規制により達成を目指す状況についての具体的指標 
  （１）建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法を合理化

する。（算定方法の合理化であり、目指す状況についての定量的な指
標を設定することは困難である。） 



   

 

（２）建築物の安全性を確保しつつ大規模な増改築を可能とし、建築活
動の円滑化を図る。（ただし、実際にどの程度円滑に建築活動を行
うことができるかについては、多数の要素が複合的に影響するた
め、一義的に判断することは難しく、定量的な指標を設定すること
は困難である。） 

 
④ 規制の内容 
 【規制の緩和】 
 （１）備蓄倉庫等部分に係る容積率制限の合理化 

備蓄倉庫等部分について、一定の上限を設けた上で、容積率算定
の基礎となる延べ面積に算入しないこととする。 

 （２）既存不適格建築物に係る規制の合理化 
既存部分の１／２を超える増改築を行う場合であっても、増改築

部分が現行基準に適合し、既存部分が一定の耐震性能等を確保すれ
ば、既存不適格建築物として存続可能とする。 

 
⑤ 規制の必要性 
 （１）備蓄倉庫等部分に係る容積率制限の合理化 

○ 備蓄倉庫等は防災意識の高まりからその設置事例が増えている
が、一方で都市部においては敷地を確保できず屋内への設置を余儀
なくされる例が多く、屋内に設置した場合のみ容積率規制が適用さ
れるという不合理が生じている（＝目標と現状のギャップ）。 

   
○ 容積率規制とは、道路その他の都市施設との均衡を考慮して、建
築物の密度を規制することにより、建築物から発生する都市施設へ
の負荷を統制することを目的とし、その負荷は建築物全体で評価さ
れる。容積率は都市計画区域ごとに一律に指定されるため、本来建
築物の一部として設けることを想定しないものについて内部に設置
することとなった場合、不合理が生じる構造となっている（＝原因
分析）。 

 
○ 従来、自動車車庫のように、外部に設置することが一般的であり、
かつ、建築物の内部に設けられても都市施設への負荷が増大しない
ものについては、容積率算定の基礎となる延べ面積の算定から除外
することで規制の合理化を図っており、備蓄倉庫等部分についても
同様の取扱とすることが適当である（＝課題の特定）。 

 
○ よって、備蓄倉庫等部分について、一定の上限※を設けた上で、
容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととする（＝規制
の具体的内容）。 

  ※建築物に次の①の部分を設ける場合、延べ面積（当該建築物の各階
の床面積の合計）に、転用防止の観点から、当該部分の設置に必要
となる床面積を勘案して設定した次の②に掲げる割合を乗じて得た
面積 

＜①不算入とする建築物の部分＞    ＜②不算入の上限＞ 
     ・ 備蓄倉庫の用途に供する部分        ５０分の１ 
     ・ 蓄電池を設ける部分       ５０分の１ 
     ・ 自家発電設備を設ける部分      １００分の１ 
     ・ 貯水槽を設ける部分      １００分の１ 
 
 （２）既存不適格建築物に係る規制の合理化 

○ 建築基準法では、建築物に関する技術的基準を定めることによっ
て、その安全性の確保を図り、もって国民の生命等の保護を図ってい
るが、建築物の安全性を確保しつつ、更なる建築活動の円滑化を図る
ことも要請されている（＝目標と現状のギャップ）。 

 



   

 

○ 現行、既存部分の１／２以下の増改築を行う場合に限り、一定の
安全性を確保すれば、既存不適格建築物として存続を可能としている
一方、既存部分の１／２を超える増改築を行う場合には、建築物全体
として現行基準に適合させる必要があり、既存不適格建築物として存
続することを許容していない（＝原因分析）。 

 
○ 国際競争力の強化等の新たなニーズへの対応を可能とする既存ス
トックの有効活用という観点から、一定の安全性が確保されている既
存建築物について、大規模な増改築ができるようにする必要がある
（＝課題の特定）。 

 
○ よって、既存部分の１／２を超える増改築を行う場合であっても、
一定の安全性を確保すれば、既存不適格建築物として存続可能とする
（＝規制の具体的内容）。 

 

想定される代替案  特になし。 

規制の費用 ① 当該規制案における費用の要素 
ａ 遵守費用 
  特になし。 
 
ｂ 行政費用 
  特になし。 
 
ｃ その他の社会的費用 
  特になし。 
 

規制の便益 本規制案（緩和）を導入することにより、備蓄倉庫等部分を屋内に設置
した場合のみ容積率規制が適用されるという不合理が解消されるととも
に、一定の安全性が確保されている既存建築物について大規模増築等が可
能となる。 
 

規制の効率性 
（費用と便益の関係の分析）

本規制案（緩和）に伴う費用は発生しないため、便益が費用を上回って
いると考えられる。 
 

有識者の見解、 
その他関連事項 

 日本再生戦略【平成 24 年 7 月 31 日閣議決定】 
○Ⅳ．日本再生のための具体策の２．（２）③持続可能で活力ある国土・地
域の形成［国土・地域活力戦略］において、「防災・減災に資する施設の容
積率の緩和等の規制緩和」、「既存不適格建築物等に係る制度の見直し」が
記載されている。 
○（別表）日本再生に向けた改革工程表において、2012 年度（平成 24 年度）
に実施すべき事項として、 
・大都市等における防災・減災に資する施設について、政令で一律に容積
率不算入 
・既存不適格建築物等に係る住宅・建築関連制度の見直し 
が記載されている。 
 

事後評価又は事後検証
の実施方法及び時期 

平成２９年度末までにＲＩＡ事後検証シートにより事後検証を実施。ま
た事後検証までの期間を分析対象期間とする。 

その他 
（規制の有効性等） 

（１）今回の改正により、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の
算定方法を合理化できるため、当該規制案（緩和）は有効である。 

 
（２）今回の改正により、建築物の安全性の確保を図りつつ建築活動の円

滑化を図ることができるため、当該規制案（緩和）は有効である。 
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